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2015年ITU無線通信総会（RA-15）報告 
―将来の携帯電話の技術標準化― 

 

ITU-Rの無線通信総会が，2015年10月26～30日にスイ
スのジュネーブにおいて開催され，ITU-Rの研究体制，作
業方法の見直しやITU-R決議，勧告，研究課題について審
議された． 
本稿では，将来の携帯電話関連を中心に審議模様とその
結果について報告する． 

  

1. まえがき 
国際電気通信連合（ITU：Inter-

national Telecommunication Un-

ion）の無線通信部門（ITU-R：ITU 

Radiocommunication Sector）は，

無線技術仕様や周波数利用に関す

る標準化などを所掌している．実

際の活動は，図1に示すように専

門分野ごとに研究委員会（SG：

Study Group）を設け，さらに各

SG配下には作業部会（WP：Work-

ing Party）を設置して，無線技

術や周波数利用などの研究を行っ

ている．第3世代以降の携帯電話

を表すIMT（International Mobile 

Telecommunications）の研究につ

いてはSG5配下のWP5Dが所掌し

ている． 

ITU-Rの活動全般について議論

する会合が無線通信総会（RA：

Radiocommunication Assembly ）

であり，通常3～4年に一度開催さ

れている．図1の通り，RAはSGの

上位会合に位置づけられ，ITU-R

研究体制に関連し，SG構成やSG

議長・副議長の任命，ITU-Rの各

種文書承認プロセスなどの作業方

法の審議のほか，個別のITU-R決

議，勧告，研究課題などの承認に

関する審議が行われる．本年は

2012年以来のRA開催年となり，

2015年10月26～30日にRA-15が

開催された． 

本稿では，RA-15の全体概要と

そこで承認された新たなITU-R研

究体制や，IMTに関するITU-R決

議の承認などの審議模様とその結

果を中心に報告する． 

2. RA-15の全体概要 
RA-15には，ITUに加盟してい

る193カ国のうち107カ国の主管

庁，並びに各種国際機関などから

約460名の参加があった．日本か

らは，主管庁である総務省からの

出席者と，電気通信事業者，研究

機関などからの出席者を合わせ総

勢30名が日本代表として参加し，

ドコモからは4名が出席した． 

図2にRA-15の会議構成を示す．

RA全体会合（Plenary）の議長は，

当該研究会期で退任するSG議長

が任命されることが通例であり，

RA-15では2007年無線通信総会

（RA-07）以来SG5の議長を務め2

期の任期を満了した橋本（筆者の
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図1 ITU-R研究委員会構成 

委員会（COM）

議長：橋本氏（日本・NTTドコモ）

議長：橋本氏
議長：Obam氏
（ケニア）

議長：Risonne氏
（フランス）

議長：Pastukh氏
（ロシア）

議長：Hofer氏
（米国）

全体会合（Plenary）

COM1
会議運営

COM2
予算管理

COM3
編集

COM4
SG構成・作業計画

COM5
ITU-R作業方法

 
図2 RA-15の会議構成 

一人）が任命された． 

3. RA-15審議内容 
3.1 SGの体制および各SG 

議長・副議長の任命 
RA-15ではSG再編に関する提

案はなく，図1に示したSGの体制

が維持された． 

RA-15で任命された各SG議長

の一覧を表1に示す． 

各SGの議長については，2期目

となるSG1（周波数管理），SG4

（衛星業務）について再任を行う

とともに，SG3（電波伝搬），SG5

（地上業務），SG6（放送業務），

SG7（科学業務）にはそれぞれ新

たな議長が任命された．このうち，

SG6の議長は，日本から西田氏

（NHK）が指名された． 

各SGの副議長についても，各国

からの候補者が任命された．日本

からは，SG5副議長に新（筆者の

一人）が任命され，SG4副議長に

河合氏（KDDI）が任命（再任）

された． 

日本としては，前会期のSG議長

1名（橋本SG5議長），SG副議長2
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表1 各研究委員会の議長・副議長任命結果 

SG 所掌 議長 副議長 

SG1 周波数管理 Pastukh氏（ロシア） 14名 

SG3 電波伝搬 Wilson女史（オーストラリア） 9名 

SG4 衛星業務 Hofer氏（Viasat（米国）） 河合氏（日本・KDDI）含む15名 

SG5 地上業務 Fenton氏（英国） 新氏（日本・NTTドコモ）含む18名 

SG6 放送業務 西田氏（日本・NHK） 14名 

SG7 科学業務 Zuzek氏（米国） 8名 

 下線：再任 

名（西田SG6副議長および河合

SG4副議長）と同じ数のSG議長・

副議長枠を維持したことになる． 

3.2 ITU-R作業方法の 
見直し 

ITU-R各会合（SG，WPなど）

の作業方法や，ITU-R文書（決議，

勧告，報告など）の承認手続きに

ついて定めた決議ITU-R 1の改訂

の議論が行われた．本改訂は，作

業方法と文書の承認手続きに関す

る記載をそれぞれ独立の章に分離

して記載するなど，文書構成の見

直しが中心であったが，ITU-R勧

告の採択時にコンセンサスが得ら

れず議論の紛糾がたびたびあった

ことが背景となり，「コンセンサ

スを得ること」に関する条項につ

いて，表現を明確化する見直しも

行われた． 

また，ITU-Rでの研究，検討の

効率化のために，世界無線通信会

議（WRC：World Radiocommu-

nication Conference）＊1議題につ

いて規制事項の観点から検討を行

うために設置されていた特別委員

会（SC：Special Committee）を，

WRC準備会合（CPM：Confer-

ence Preparatory Meeting＊2）に統

合するとともに，CPMの期間を若

干短縮する主旨で，ITU-Rの作業

方法について定めた決議ITU-R 2

の改訂が承認された． 

3.3 IMTに関する審議 
携帯電話については，第3世代

携帯電話に相当するIMT-2000お

よびその後継・発展システムであ

るIMT-Advancedについて，無線

インタフェース仕様，不要発射規

定，周波数利用方法などがITU-R

勧告として策定されている．各国

は，これらの勧告に基づき，携帯

電話の技術基準などを策定してお

り，ローミングや装置・端末調達

の観点で携帯電話の国際的普及に

貢献してきた．IMTの研究を所掌

するWP5Dでは，モバイルトラ

フィックの急激な伸びやIoT（In-

ternet of Things）＊3などの新たな

利用シーンの拡大を背景に，2020

年以降の携帯電話システムの検討

が開始されている． 

RA-15では，IMT-2000，IMT-

Advancedの名称に加えて，2020

年以降の携帯電話システムの名称

について，IMT-2020とすること

が正式に承認され，IMTの名称に

関する決議ITU-R 56に反映された．

当該決議では，国際的な携帯電話

の全体名称としてIMTを使用し，

無線仕様に応じて，IMT-2000，

IMT-Advanced ， IMT-2020 のシ

ステム名称が付与されている． 

さらに2020年以降のIMT開発

プロセスの原則を定めた新決議案

が審議され，今後ITU-Rにおいて，

IMT-2020の要求条件や無線仕様

勧告の策定を行うことなどが決議

ITU-R 65として承認された．なお，

IMT-2020の利用シーンや要求条

件素案については，すでに勧告

ITU-R M.2083が策定されている． 

また，その他のIMTに関連する

＊1 世界無線通信会議（WRC）：各周波数
帯の利用方法，衛星軌道の利用方法，
無線局の運用に関する各種規定，技術
基準などをはじめとする国際的な電波
秩序を規律する無線通信規則の改正を
行うための会議で，各国主管庁および

ITUに登録している事業者などの関係
団体が出席し，通常3～4年ごとに開催
される． 

＊2 CPM：WRC準備会合．WRCの準備の
ために，ITU-R SGの検討結果やその他
WRCでの議論の材料となる事項をとり

まとめたWRC準備会合レポートの作成
を行う会合． 

＊3 IoT：さまざまな「モノ」がインター
ネットやクラウドに接続され，制御・
情報通信される形態の総称． 
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ITU-R決議の見直しや，SG5会合

での採択が見送られRA-15に結論

が持ち越しとなったIMTに関する

ITU-R勧告の承認，IMTに関する

研究課題の維持も合意された． 

3.4 その他 
RA-15では，IMT以外について

もさまざまな無線システムに関す

る審議が行われ，ITU-R決議33

件（新規6件，既存改訂22件，廃

止5件）の承認，SGで合意に至ら

なかったITU-R勧告7件（新規4

件，既存改訂3件）の承認，研究

課題の承認などが行われた． 

移動通信に関連するものでは，

IoTに関してITU-Rでの研究を行

うことを定めた新決議（決議

ITU-R 66）や，可視光通信に関

する新研究課題が含まれている． 

4. あとがき 
本稿では，RA-15の全体概要と

そこで承認された新たなITU-R研

究体制や，IMTに関するITU-R決

議の承認などの審議模様とその結

果を中心に報告した． 

RA-15において，IMT-2020の

名称決定や，2020年以降のIMT開

発プロセスの原則に関するITU-R

決議が承認されたことから，今後

SG5の配下で，IMTの研究を所掌

するWP5Dを中心にIMT-2020の

無線インタフェースの標準化が本

格的に行われることになる． 

またIMTについては，先進国・

途上国を問わず関心の高い主管庁

が多いため，日本がIMTの無線仕

様や周波数利用の標準化における

主導的立場を確保しつつ，世界各

地域・各国主管庁との協調体制を

維持して，どのようにITU-R勧告

などへ反映していくかが重要な課

題となってくる． 

日本は，SG5副議長職にも任命

されたことから，引続き，本標準

化作業への貢献を積極的に行って

いく必要がある． 
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